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所得税の取扱い
　まず、自社ポイントの所得税の取扱いにつ
いては、国税庁から示されている見解として
「タックスアンサー（所得税）No.1907　個
人が企業発行ポイントを取得又は使用した場
合の取扱い（令和2年1月14日）」がある。
　そこでは、ポイントの取得又は使用は課税
対象となる経済的利益には該当せず、原則と
して確定申告をする必要がないことが明らか
にされている。ただし、ポイントの付与を景
品とする抽選に当選するなどして臨時・偶発
的に取得したポイントについては、使用した
ポイント相当額を一時所得の計算上、総収入
金額に算入することや、ポイントを使用して

医薬品購入の決済代金の値引きを受けた場合
などには、医療費控除額の計算上考慮（ポイ
ントによる値引き分は控除対象外）が必要で
あることが示されている。
消費税の取扱い
　消費税の取扱いについては、一般的に、顧
客の買物の金額に応じたポイントの付与は、
ポイント相当額に応じて買物ができる権利又
は値引きを受ける権利などの権利の行使が未
だ行われていないとして、消費税の課税関係
は生じないとされている。
　顧客によるポイントの行使については、国
税庁から「タックスアンサー（消費税）
No.6480　事業者が商品購入時にポイント

　ポイント経済圏の拡大にともなって、ポイント制度に係る課税上の取扱いについて多くの疑
問が提起されてきた。しばらく統一的な取扱いが確立されているとは言えない状態にあった
が、令和2年1月14日に公表されたタックスアンサー等を中心に、徐々に国税庁から見解が公
表されてきている。しかし、ポイント運営会社と加盟店の間の取引を巡る課税関係などまだ明
確にされていない点も多く、過去には納税者と国税当局の間で争いになった事例も存在する。
　ポイント制度の課税上の取扱いを判断するに当たっては、ポイント制度の私法上の法律関係
を把握することが不可欠となる。ポイントの法的性質は当事者間の合意によって決まるため、
最近は国税当局も、規約等で当事者間の合意内容を明確にするよう、セミナー等で納税者や実
務家に注意を呼びかけている。
　ポイント制度には、大きく分けて、発行から利用までその事業者が独自に運営する自社発行
型と、他社が運営する共通ポイント制度に加入する共通型とがある。本特集では、それぞれの
ポイント制度を巡る課税上の論点と過去に国税当局と争いになった事例などを紹介する。

国税当局が注意喚起
共通ポイントの課税上の取扱い
国税当局が注意喚起
共通ポイントの課税上の取扱い

ポイント運営会社と加盟店の合意内容により異なる取扱い

1．自社発行型ポイント制度を巡る論点
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を使用した場合の消費税の仕入税額控除の考
え方（令和2年1月14日）」が示されてお
り、商品購入時にポイントを使用した場合の
「課税仕入れに係る支払対価の額」は、①ポ
イント使用が「対価の値引き」である場合に
は、商品対価の合計額からポイント使用相当
分の金額を差し引いた金額（値引後の金額）
となり、②ポイント使用が「対価の値引きで
ない」場合には、商品対価の合計額（全額）
となるとされている。なお、①と②のどちら
に該当するかは、レシートの表記から判断し
てよいとされている。

　経理処理についても、国税庁から「企業発
行ポイントの使用に係る経理処理（令和2年
1月14日）」が公表されており、①ポイント
使用後の支払金額を経費算入する処理（値引
処理）と、②ポイント使用前の支払金額を経
費算入するとともに、ポイント使用額を雑収
入に計上する処理（両建て処理）の両方の処
理が示されている（図表1参照）。
法人税の取扱い
　法人税の取扱いに関しては、平成30年に
「収益認識に関する会計基準」の取扱いに対
応して、法人税基本通達2−1−1の7「ポ
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押印がある申告書（第二次申告書）を法定期限後に提出。

期限後申告を理由に無申告加算税の賦課決定処分。

押印のない相続税の共同申告書（第一次申告書）を法定期限内に提出。

押印がないため申告書を改めて提出するよう依頼。

A税務署
（原処分庁）

【図1】資本金額の説明義務違反により、約950万円の賠償命令が下された事件【図1】押印のない相続税の共同申告書が期限内申告書として有効と判断された事件

【図2】金地金の申告漏れに関する相続税更正処分および重加算税賦課決定処分が取り消された事件

【図表1】企業発行ポイントの使用に係る経理処理

【レシートの表示別の仕訳例等】
① ポイント値引

【図表4】共通ポイント制度を利用する事業者（加盟店A）及びポイント会員の取引の概要

【図表5】居住用財産の譲渡特例を適用した場合における住宅ローン控除の適用の見直し（案）
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原告代表者
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裁判所

▶医療法人設立の主な目的は節税であった。被告税理士は節税の目的に沿うよう資本金を
1,000万円未満にするように説明・指導する義務があったにもかかわらずこれを怠った。

▶資本金を1,000万円未満とした場合に免除されるはずであった2期分の消費税1,574万
円のうち、その全額が経費計上されていたことによる減税効果（1,574万円×法定実効
税率39.24％）を差し引いた956万円について被告税理士に対し賠償命令。

節税対策として個人医院の法人化を相談。

法人化をした方が節税効果あり。医療法人
設立認可などの手続きなどの一部を被告税
理士が行う旨の本件契約を締結。

金地金18.4kgを業者から取得。
18.4kgのうち1.5kgは親族へ贈与。

❶

❶ A税務署が送付した「相続についてのお尋ね」に対して、遺産総額が基礎
控除以下のため申告は不要と回答（有価証券など一部の遺産は記載せず）。

❷税務調査を実施。請求人が行った期限後申告に対し重加算税を賦課決定。

❸被相続人の死亡時の住所地は「老人ホーム」であり、その所轄庁はB税務
署であるため、A税務署（原処分庁）に重加算税の賦課決定権限はないと
主張。重加算税の取消しを求める。

❹
設立後2期分の消費税が免除となるように、資本金を1,000
万円未満とするよう指導すべき義務があった。設立後2期分
の消費税相当額（1,574万円）の損害賠償を請求。

国税不服審判所

国税不服審判所

資本金1億円超で原告医療法
人を設立。設立後2期分の消
費税1,574万円を納付。

被告税理士が一部敗訴

▶第一次申告書は請求人の意思に基づいて提出されたものと認められる。また、第一次申
告書は、押印を除き、申告書の要件を具備しているため、押印がないことは単なる押印漏
れにすぎない。したがって、第一次申告書は、期限内申告書（通則法17）に該当する。
無申告加算税を全部取消し

▶原処分庁が主張する事情（①生前、被相続人の下に多数の金地金が保有されていたこと、②
調査対象業者等に売却した事実がないこと、③被相続人が金地金を贈与した事実がないこ
と）は、本件相続開始日に本件金地金が被相続人の相続財産として存在したと認めるには
十分とはいえないため、本件金地金は請求人が取得した相続財産であるとは認められない。
相続税更正処分および重加算税を全部取消し

国税不服
審判所

〇事業者が備品等を購入する際にポイントを使用した場合の経理処理は、次のいずれかの方法が考えら
れます。
①　値引処理（ポイント使用後の支払金額を経費算入する処理）
②　両建処理（ポイント使用前の支払金額を経費算入するとともに、ポイント使用額を雑収入に計上す
る処理）

次のいずれかで経理
① 値引処理
消耗品費 1,069円 ／  現金 1,069円

② 両建処理
消耗品費 1,090円  現金 1,069円
   雑収入 21円

　各取引の消費税率ごとの区分経理は、次の
処理が考えられます。

 左記①の場合の消費税の処理

消耗品費（８％対象） 530円 現金 1,069円
消耗品費（10％対象）  539円

 左記②の場合の消費税の処理

消耗品費（８％対象)  540円 現金 1,069円
消耗品費(10％対象)  550円 雑収入（消費税不課税） 21円

※　消費税の仕入税額控除の適用を受けるた
めには、区分経理に対応した帳簿及び区分
記載請求書等の保存が必要となります。

（参考：ｷｬｯｼｭﾚｽ消費者還元事業における「即時充当」）
　コンビニエンスストア等が実施する「即時充当」は、一般的に
は、上記②のレシートの「●●ポイント支払」が「ｷｬｯｼｭﾚｽ還元
額」と表示されますが、この場合でも経理処理は変わりません。

（注1）現行制度上、従前住宅を居住の用に供しなくなった年の2年後までに譲渡をした場合には、従前住宅
と新規住宅について譲渡特例・住宅ローン控除の重複適用が不可とされている。

（注2）令和2年4月1日以後に従前住宅の譲渡をした場合について適用

A税務署（原処分庁）による重加算税の賦課決定を取り消す

原告医療法人個人医院

原処分庁
（税務署）

原処分庁
（税務署）

請求人
（相続人）
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❷
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❹
押印がある申告書（第二次申告書）を法定期限後に提出。

❺

期限後申告を理由に無申告加算税の賦課決定処分。

❸

❹

金地金2.3kgを被相続人の相続財産として申告。

金地金14.8kgを申告漏れ財産と認定。
相続税更正処分および重加算税賦課決定処分。

押印のない相続税の共同申告書（第一次申告書）を法定期限内に提出。

押印がないため申告書を改めて提出するよう依頼。

無申告加算税の取り消しを求め審査請求。

❷被相続人の死亡により相続が発生。

第1期 第2期 第3期

決算から4～5月後

家賃収入0万円
（非課税売上）

<還付スキーム>　　
金売却収入5000万円
（課税売上）

金売却収入
5000万円
（課税売上）

❺更正処分等の取り消しを求め審査請求。

金地金18.4kgを業者から取得。
（18.4kgのうち1.5kgは親族へ贈与。）

原告会社
（債務超過）

❸
DES方式を採用し、
債権（約10億円）を
現物出資

家賃収入500万円
（非課税売上）

〔課税売上割合の変動に応じた
仕入控除税額の調整〕

家賃収入500万円
（非課税売上）

【図】被告税理士法人が提案した相続税対策

被告税理士法人 原告会社
代表者 原告会社

（債務超過）

❶

❷

❸
原告会社に対する債
権（約11億円）の相
続税対策を相談

DES方式を採用し、
債権（約10億円）を
現物出資（原告会社に
債務消滅益が発生）

清算方式とDES方式
を提案

原告会社に
債務消滅益が発生

被相続人が
所有する「家
屋」の住所地
を所轄

税務署
（原処分庁）

【図3】被相続人名義の米国不動産に関する代金債権を課税価格に算入した課税処分が取り消された事例

請求人
（相続人）

❶被相続人名義の米国不動
産を長女に譲渡する旨を
記載した売買契約書など
を作成。米国不動産の名
義人を被相続人から長女
へ変更。

❷米国不動産の売却代金は未払いである
ため、代金債権を被相続人に係る相続
税の課税価格に算入する課税処分。

❸米国不動産の所有者は請求人であり、売買契約書などは虚偽のものである
と主張。代金債権を課税価格に算入した課税処分の取消しを求める。

国税不服
審判所

売買契約書作成の際に買主とされる長女は関与していないこと、長女は金銭消費貸借契約
書記載の金員を受け取っておらず、返済もしていないこと、請求人及び長女の間では米国
不動産の長女の所有名義は便宜上のもので真実は請求人が所有者であることを確認する旨
の合意書が作成されていることなどを踏まえれば、売買契約書などは実態を伴わない架空
の内容を記載した契約書であるため、米国不動産の代金債権は発生していない。

適用あり：支払う負債利子等のうち、③の部分に
対応する金額は損金の額に算入されない

代金債権を相続税の課税価格に算入した課税処分を取り消す

税務署
（原処分庁）

【図3】被相続人名義の米国不動産に関する代金債権を課税価格に算入した課税処分が取り消された事例
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❸米国不動産の所有者は請求人であり、売買契約書などは虚偽のものである
と主張。代金債権を課税価格に算入した課税処分の取消しを求める。
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審判所

売買契約書作成の際に買主とされる長女は関与していないこと、長女は金銭消費貸借契約
書記載の金員を受け取っておらず、返済もしていないこと、請求人及び長女の間では米国
不動産の長女の所有名義は便宜上のもので真実は請求人が所有者であることを確認する旨
の合意書が作成されていることなどを踏まえれば、売買契約書などは実態を伴わない架空
の内容を記載した契約書であるため、米国不動産の代金債権は発生していない。

代金債権を相続税の課税価格に算入した課税処分を取り消す
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【図表1】開示スケジュールの国際比較

決算から3月後（6月）に集中
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（出典：未来投資会議（第4回）小林会長資料）

 役務提供の対価 → 人的役務の提供事業の対価

 有形固定資産の使用料 → 不動産の賃貸料等

 無形固定資産の使用料 → 工業所有権等の使用料

 貸付金の利息又は借入金の利息 → 貸付金利子

・国外支配株主からの借入が、資本
持分の3倍を超えていないか

・総負債が自己資本の3倍を超えてい
ないか

非居住者等所得別表17（4）

N O YES

【図表4】過少資本税制のフロー図

内
国
法
人

①各事業年度の総
負債に係る平均
負債残高＞自己
資本の3倍相当
額である

②各事業年におい
て国外支配株主
等または資金供
与者等に負債の
利子等を支払う

③国外支配株主等および資
金供与者等に対する負債
に係る平均負債残高＞国
外支配株主等の資本持分
の3倍相当額である

適用なし

課税売上が存在し
ないため、仕入税
額控除ができない

金売買を繰り返す
こと等により課税
売上割合を嵩上げ
して、建物の消費
税相当額を還付

実際に課税売上
（事業用として賃
貸）があり、課税
売上割合が著し
く変化したときは
控除額を調整

課税売上割合が
著しく変化しな
いよう調整され
た結果、控除額
の調整も働かな
い

控除不可

消費税還付

控除額の調整

金売却収入
5000万円
（課税売上）

建物取得
（課税仕入れ）

家賃収入0万円
（非課税売上）

家賃収入500万円
（非課税売上）

〔建物の用途に応じた
仕入控除税額の調整〕

従前住宅
譲渡特例
の適用

居住の用に供
しなくなった年 1年目

譲渡について譲渡特例の適用可能期間

住宅ローン控除と譲渡特例の
重複適用排除期間

2年目 3年目

建物の用途に
応じて控除

家賃収入500万円
（非課税売上）居住用賃貸建物に

ついては、取得時
の仕入税額控除を
制限

実際に課税売上
（事業用として賃
貸）があれば、3
年間の実績（非居
住用賃貸割合）に
応じて控除額を
調整

控除不可 控除額の調整

建物取得
（課税仕入れ）

【図表3】源泉徴収における推計課税の整備（案）

（注1） 給与、退職金、報酬、料金（非居住者に対するものを含む。）について、措置。
（注2） 令和3年1月1日以後に支払われる給与等について適用。

①

②

②' 

③

（出典：自民党税制調査会）

従業員別の給与の支払金額が調査によっても不明

従業員別の給与の支払金額の推計が困難

【ポイント運営会社】

【ポイント会員】

【ポイント会員】

②代金支払（11,000円）

③ポイント付与
　（110P）

④ポイント相当額
　支払（１１０円）

⑤商品販売（税込220円）

⑥代金支払（110円）
　ポイント使用（110P）

⑦ポイント相当額
　受領（１１０円）

①商品販売（税込11,000円）

①商品販売（税込11,000円）
【加盟店A】

給与の支払総額又は給与の
支払人員が不明

従業員別の給与の支払金額を基に所得税を徴収【原則（実額課税）】

従業員別の給与の支払金額を推計して所得税を徴収

給与の支払総額を給与の支払人員で除した金額を従業員別の給与の支払金額
として所得税を徴収 ⇒ 各従業員同じ給与とみなす

給与の支払総額又は給与の支払人員を推計

【図表4】除斥期間終了間際にされた申告に係る加算税の賦課決定期限の整備（案）

（注1） 給与、退職金、報酬、料金（非居住者に対するものを含む。）について、措置。
（注2） 令和3年1月1日以後に支払われる給与等について適用。

①

②

②' 

③

（出典：自民党税制調査会）

（出典：自民党税制調査会）

従業員別の給与の支払金額が調査によっても不明

本税の更正決定等ができる期間：原則5年

「本税」の更正決定等

「加算税」の賦課決定

加算税の賦課決定可

従業員別の給与の支払金額の推計が困難

給与の支払総額及び
給与の支払人員を把握

給与の支払総額又は給与の
支払人員が不明

 従業員別の給与の支払金額を基に所得税を徴収【原則（実額課税）】

従業員別の給与の支払金額を推計して所得税を徴収

給与の支払総額を給与の支払人員で除した金額を従業員別の給与の支払金額
として所得税を徴収 ⇒ 各従業員同じ給与とみなす

給与の支払総額又は給与の支払人員を推計

イメージ
法定申告期限

加算税の賦課決定ができる期間：原則5年【現行】 3か月間法定申告期限

申告書申告書
の提出の提出
申告書
の提出

除斥期間の終了間際に申告書の提出等がされた
場合、加算税の賦課決定要件を満たしているにも
かかわらず、加算税を賦課できないケースが存在。

【見直し案】
申告書の提出等がされた日から3月を経過する日まで、当該申告等に係る加算税の賦課決定を可能とする。

居住の用に
供した年 1年目

転居

見直し案

2年目 3年目 10年目等…
新規住宅
住宅ローン
控除の適用

　従前住宅を居住の用に供しなくな
った年の3年後に譲渡をした場合、
【現行】
①　従前住宅について譲渡特例
②　新規住宅について住宅ロー
ン控除の適用可

【見直し案】
　上記①の適用を受けた場合に
は、上記②の適用を不可

【図表6】電子的に受領した請求書等をデータのまま保存する場合の要件

現行制度 見直し案（左記に加え以下も可）

a. データの受領後遅滞なくタイムスタンプを付与、又は
b. 改ざん防止等のための事務処理規程を作成し運用
（注）紙で受領した請求書等をスキャンしたデータを保存する
場合には税務署長の承認が必要だが、もともと電子的に
受領したデータについては同承認は不要。

c. ユーザー（受領者）が自由にデータを改変で
きないシステム（サービス）を利用
d. 発行者側でタイムスタンプを付与

発
行
者

請
求
書
発
行
者

受領者

ア
プ
リ
業
者
等

受領者側にて
タイムスタンプを付与
（発行者側で付している

場合も必要）

クラウド会計・
経費精算サービス等

（ユーザーによるデータ改変が
できないことが条件）

受
領
者

参照
決済データ
等

レシート
○○ストア

東京都…
2019年10月XX日(土) 16:45
ｵﾁｬ　　＊ 1点 540 540円
ﾌﾞﾝﾎﾞｳｸﾞ 1点 550 550円

ポイント値引   ▲21円
合　　計   1,069円

　　　　8％ﾀｲｼｮｳ  530円
 （内消費税　39円)
　　　　10％ﾀｲｼｮｳ  539円
 （内消費税　49円)

現金支払   1,069円
＊印は軽減税率対象品目

レシート
○○ストア

東京都…
2019年10月XX日(土) 16:45
ｵﾁｬ　　＊ 1点 540 540円
ﾌﾞﾝﾎﾞｳｸﾞ 1点 550 550円

合　　計   1,090円

　　　　8％ﾀｲｼｮｳ  540円
 （内消費税　40円)
　　　　10％ﾀｲｼｮｳ  550円
 （内消費税　50円)

●●ポイント支払  ▲21円

現金支払   1,069円
＊印は軽減税率対象品目

② ポイント支払
＜仕　訳　例＞

ポイント付与時

【加盟店A】

ポイント使用時

（出典：国税庁ホームページ）

（出典：国税庁ホームページ）
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イント等を付与した場合の収益の計上の単
位」が新設され、一定の要件に該当する場合
には、継続適用を条件として、「当該自己発
行ポイント等について当初の資産の販売等と
は別の取引に係る収入の一部又は全部の前受
けとすることができる」とされた。これによ
り法人税と消費税でポイントに対応する部分

の収益の認識のタイミングが異なることと
なった。国税庁からは、「収益認識基準によ
る場合の取扱いの例」（平成30年5月）が公
表されており、法人税における所得金額の計
算上益金の額に算入する金額と消費税におけ
る課税資産の譲渡等の対価の額がそれぞれ異
なる事例の一つとして「ケース1　自社ポイ

【図表2】ケース１　自社ポイントの付与（論点：履行義務の識別）
家電量販店を展開するA社はポイント制度を運営している。A社は、顧客の100円（税込）の購入につき10ポ
イントを付与する（ただし、ポイント使用部分についてはポイントは付与されない。）。顧客は、1ポイントを
当該家電量販店グループの1円の商品と交換することができる。X1年度にA社は顧客に10,800円（税込）の
商品を販売し、1,080ポイントを付与した（消化率100%と仮定）。A社は当該ポイントを顧客に付与する重
要な権利と認識している。顧客は当初付与されたポイントについて認識しない。なお、消費税率8%とする。

（単位：円）

会　計 法人税の取扱い 消費税の取扱い

商
品
の
売
買
時

売手 売手
現金 10,800 売上※1 9,025 課税売上げの対価� 10,000

課税売上げに係る消費税額� 800契約負債※2 975
仮受消費税 800

買手 買手
仕入 10,000 現金 10,800 課税仕入れの対価� 10,000

仮払消費税 800 課税仕入れに係る消費税額� 800

ポ
イ
ン
ト
使
用
時

売手
（税込1,080円の商品売買時に1,080ポイ
ントが使用された場合）

売手
課税売上げの対価� 1,000
1,000×8％＝80　　税額� 80

契約負債 975 売上 975 対価の返還等（ポイント分）� △1,000
（1,080×100/108）×8％＝80� △80
差引消費税額（80−80）� 0

買手
（税込1,080円の商品売買時に1,080ポイ
ントを使用した場合）

（処理なし）※3

買手
課税仕入れの対価� 1,000
1,000×8％＝80　　税額� 80
対価の返還等（ポイント分）� △1,000
（1,080×100/108）×8％＝80� △80
差引消費税額（80−80）� 0

※1　（商品）10,000×10,000／（10,000＋1,080）
＝9,025円

※2　（ポイント）10,000×1,080／（10,000＋1,080）
＝975円

※3　ポイント使用を仕入値引とする等の複数の処
理がありうる （出典：国税庁ホームページ）

同左
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ントの付与」が挙げられている（図表2参照）。
自社ポイントを巡り争われた事例
　自社ポイントの課税関係を巡り争われた
ケースとして、以下のように複数の事例があ

るが、いずれもポイント制度の課税関係を判
断するためには、ポイント制度の私法上の法
律関係を把握することが必要であることを表
している。

東京地裁令和元年10月24日判決（平成29年（行ウ）第403号）

　アニメのキャラクター商品の販売等を行う会社が、顧客に付与したポイントについて、各事業年
度末におけるポイント未使用分に相当する金額が損金算入できるかどうかが争われた事件。処分行
政庁が、ポイント未使用分に相当する金額は債務が確定していないとして損金算入を否認したこと
から訴訟に至ったもの。東京地裁は、原告のポイントシステムについて、ポイントが失効して使用
されなくなる可能性があることに加えて、次回購入時における代金充当の選択又は景品交換の選択
がされない限り、その債務に基づいて給付をすべき具体的内容が明らかにならないため、これに伴
う費用が発生したとはいえず、その費用の金額を合理的に算定することができるともいえないと指
摘。法人税基本通達2−2−12に定める債務確定要件を充足していると認めることができず、本件
各事業年度の終了の日までに債務が確定していないと判断した。

➡

東京地裁平成26年2月18日判決（平成25年（行ウ）第23号）

　会員制リゾートクラブの会員から入会時に受けた金員の収受が、消費税法上の「資産の譲渡等」
（課税取引）に該当するか否かを巡り争われた事件。
　東京地裁は、「課税は私法上の法律関係に即して行われるべき」との観点から、入会契約時にお
ける双方の共通認識や契約に至る経緯等の検討を行い、本件金員は、資産の譲渡等の対価である
「入会金（消基通5−5−5）」ではなく、入会時に付与される宿泊ポイント（会員が提携ホテル利
用時に宿泊料金等の精算として使用できるもの）の対価であり、物品切手等の発行の対価（不課
税）にあたるとして、本件金員の収受を課税売上とした課税処分を取り消した。

➡

メルカリに対する更正処分　平成30年5月（本誌742号参照）

　メルカリは、商品購入者が支払った商品購入の対価のうち「無料で付与されたポイント」により
支払われた分を、購入者にマーケットに参加してもらうためにメルカリが負担している費用として
課税仕入れとして処理していたが、課税当局は、当該費用には対価性がなく、消費税法上の課税仕
入れにはならない（不課税）として更正処分を行った。

➡

２．共通ポイント制度を巡る論点

加盟店及び顧客の処理
　共通ポイントの法人税・消費税の取扱いに

ついては、一般的な処理例として、「共通ポ
イント制度を利用する事業者（加盟店A）及
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【図表3】共通ポイント制度を利用する事業者（加盟店A）及びポイント会員の一般的な処理例
【前提となる制度の概要】
・B社が運営する共通ポイント制度は、会員が加盟店で100円（税込）の商品を購入するごとに1ポイントが
付与。加盟店はポイント付与分の金銭をB社に支払う。
・1ポイントは1円相当で、加盟店の商品の購入に使用できる。ポイント使用分にはポイントが付与されない。
加盟店はポイント使用分の金銭をB社から受領する。
・設例の取引における消費税率は10%とする。� （単位：円）

会計処理（税抜経理方式） 会計処理（税込経理方式） 消費税の取扱い

ポ
イ
ン
ト
付
与
時

売手（加盟店A）
（11,000円（税込）の商品を販売、
B社から会員に110ポイント付与）

売手（加盟店A）
（同左）

売手（加盟店A）

現金等 11,000 売上 10,000 現金等 11,000 売上 11,000 課税売上げの対価� 10,000
ポイント
費用 110 未払金 110 課税売上げに係る消費税額� 1,000ポイント

費用 110 仮受
消費税 1,000

未払金 110 ポイント費用（不課税）（注）� 110

買手（会員） 買手（会員） 買手（会員）

仕入 10,000 現金等 11,000 仕入 11,000 現金等 11,000 課税仕入れの対価� 10,000
仮払
消費税 1,000 課税仕入れに係る消費税額� 1,000

B
社
へ
の
支
払
時

加盟店A
（会員に付与された110ポイント相当
額をＢ社へ支払）

加盟店A
（同左）

加盟店A

未払金 110 現金等 110 未払金 110 現金等 110 　　−

ポ
イ
ン
ト
使
用
時

売手（加盟店A）
（220円（税込）の商品を販売、会員
が110ポイント使用して決済）

売手（加盟店A）
（同左）

売手（加盟店A）

現金等 110 売上 200 現金等 110 売上 220 課税売上げの対価� 200

未収金 110 仮受
消費税 20 未収金 110 課税売上げに係る消費税額� 20

〔この取引にも1ポイント付与される
が、説明の便宜上、省略〕

〔同左〕

買手（会員） 買手（会員） 買手（会員）

消耗品費 200 現金等 110 消耗品費 220 現金等 110 課税仕入れの対価� 200
仮払
消費税 20 雑収入 110 雑収入 110 課税仕入れに係る消費税額� 20

雑収入（不課税）� 110

B
社
か
ら
受
領
時

加盟店A
（会員が使用した110ポイント相当額
をＢ社から受領）

加盟店A
（同左）

加盟店A

現金等 110 未収金 110 現金等 110 未収金 110 　　−

（注）加盟店（A）とポイント制度の運営企業（B社）との取引については、対価性がないこと（消費税不課税）を前提とした処理と
している。ポイント制度の規約等の内容によっては、消費税の課税取引に該当するケースも考えられる。

（出典：国税庁ホームページ）

テキストボックス
◉週刊T&Amaster   　商品概要     https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/2531.html☎0120-6021-86 　　 見本誌請求  http://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html　　　　　　　　　 立ち読みコーナー　http://www.lotus21.co.jp/ta

http://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/2531
http://www.lotus21.co.jp/ta
テキストボックス
最新号を含む見本誌を無料で進呈しております。下記よりご請求下さい

http://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html
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びポイント会員の一般的な処理例（令和2年
1月14日）」が国税庁から公表されている
（図表3及び4参照）。
　この処理例は、上記1の収益認識会計基準
を適用しない中小法人や個人事業者を前提と
したものであり、上記1の「収益認識基準に

よる場合の取扱いの例」とは異なり、法人税
と消費税の収益認識のタイミングは一致する。
　図表3によれば、加盟店と顧客（ポイント
会員）の会計処理及び消費税の取扱いは以下
のとおりとなる（下記の①〜⑦は図表4の取
引の概要図（以下「概要図」）の①〜⑦と一

ポイント付与時
加盟店Aの商品販売（①）につき、ポイント運営会社B社は顧客に対してポイントを付与し（③）、加盟
店Aはポイント相当額を運営会社に支払う（④）。

⬇
加盟店Aは、ポイントの付与にかかわらず、その商品の販売について受け取る対価の額を資産の譲渡等の
対価の額として売上高に計上。

ポイント使用時
ポイント会員がポイントを使用した加盟店Aの商品販売（⑤）につき、ポイント運営会社Bは加盟店Aに
対して使用されたポイント相当額を支払う（⑦）。

⬇
ポイント会員は、ポイント控除前の金額を課税仕入れの対価の額とし、ポイント使用により受ける利益
は、消費税の課税対象外の収入。

監
査

監
査

監
査

監
査

押印がある申告書（第二次申告書）を法定期限後に提出。

期限後申告を理由に無申告加算税の賦課決定処分。

押印のない相続税の共同申告書（第一次申告書）を法定期限内に提出。

押印がないため申告書を改めて提出するよう依頼。

A税務署
（原処分庁）

【図1】資本金額の説明義務違反により、約950万円の賠償命令が下された事件【図1】押印のない相続税の共同申告書が期限内申告書として有効と判断された事件

【図2】金地金の申告漏れに関する相続税更正処分および重加算税賦課決定処分が取り消された事件

【図表1】企業発行ポイントの使用に係る経理処理

【レシートの表示別の仕訳例等】
① ポイント値引

【図表4】共通ポイント制度を利用する事業者（加盟店A）及びポイント会員の取引の概要

【図表5】居住用財産の譲渡特例を適用した場合における住宅ローン控除の適用の見直し（案）

❶

❷

❸

被告税理士

請求人
（相続人）

原告代表者

被相続人

請求人
（相続人）

裁判所

▶医療法人設立の主な目的は節税であった。被告税理士は節税の目的に沿うよう資本金を
1,000万円未満にするように説明・指導する義務があったにもかかわらずこれを怠った。

▶資本金を1,000万円未満とした場合に免除されるはずであった2期分の消費税1,574万
円のうち、その全額が経費計上されていたことによる減税効果（1,574万円×法定実効
税率39.24％）を差し引いた956万円について被告税理士に対し賠償命令。

節税対策として個人医院の法人化を相談。

法人化をした方が節税効果あり。医療法人
設立認可などの手続きなどの一部を被告税
理士が行う旨の本件契約を締結。

金地金18.4kgを業者から取得。
18.4kgのうち1.5kgは親族へ贈与。

❶

❶ A税務署が送付した「相続についてのお尋ね」に対して、遺産総額が基礎
控除以下のため申告は不要と回答（有価証券など一部の遺産は記載せず）。

❷税務調査を実施。請求人が行った期限後申告に対し重加算税を賦課決定。

❸被相続人の死亡時の住所地は「老人ホーム」であり、その所轄庁はB税務
署であるため、A税務署（原処分庁）に重加算税の賦課決定権限はないと
主張。重加算税の取消しを求める。

❹
設立後2期分の消費税が免除となるように、資本金を1,000
万円未満とするよう指導すべき義務があった。設立後2期分
の消費税相当額（1,574万円）の損害賠償を請求。

国税不服審判所

国税不服審判所

資本金1億円超で原告医療法
人を設立。設立後2期分の消
費税1,574万円を納付。

被告税理士が一部敗訴

▶第一次申告書は請求人の意思に基づいて提出されたものと認められる。また、第一次申
告書は、押印を除き、申告書の要件を具備しているため、押印がないことは単なる押印漏
れにすぎない。したがって、第一次申告書は、期限内申告書（通則法17）に該当する。
無申告加算税を全部取消し

▶原処分庁が主張する事情（①生前、被相続人の下に多数の金地金が保有されていたこと、②
調査対象業者等に売却した事実がないこと、③被相続人が金地金を贈与した事実がないこ
と）は、本件相続開始日に本件金地金が被相続人の相続財産として存在したと認めるには
十分とはいえないため、本件金地金は請求人が取得した相続財産であるとは認められない。
相続税更正処分および重加算税を全部取消し

国税不服
審判所

〇事業者が備品等を購入する際にポイントを使用した場合の経理処理は、次のいずれかの方法が考えら
れます。
①　値引処理（ポイント使用後の支払金額を経費算入する処理）
②　両建処理（ポイント使用前の支払金額を経費算入するとともに、ポイント使用額を雑収入に計上す
る処理）

次のいずれかで経理
① 値引処理
消耗品費 1,069円 ／  現金 1,069円

② 両建処理
消耗品費 1,090円  現金 1,069円
   雑収入 21円

　各取引の消費税率ごとの区分経理は、次の
処理が考えられます。

 左記①の場合の消費税の処理

消耗品費（８％対象） 530円 現金 1,069円
消耗品費（10％対象）  539円

 左記②の場合の消費税の処理

消耗品費（８％対象)  540円 現金 1,069円
消耗品費(10％対象)  550円 雑収入（消費税不課税） 21円

※　消費税の仕入税額控除の適用を受けるた
めには、区分経理に対応した帳簿及び区分
記載請求書等の保存が必要となります。

（参考：ｷｬｯｼｭﾚｽ消費者還元事業における「即時充当」）
　コンビニエンスストア等が実施する「即時充当」は、一般的に
は、上記②のレシートの「●●ポイント支払」が「ｷｬｯｼｭﾚｽ還元
額」と表示されますが、この場合でも経理処理は変わりません。

（注1）現行制度上、従前住宅を居住の用に供しなくなった年の2年後までに譲渡をした場合には、従前住宅
と新規住宅について譲渡特例・住宅ローン控除の重複適用が不可とされている。

（注2）令和2年4月1日以後に従前住宅の譲渡をした場合について適用

A税務署（原処分庁）による重加算税の賦課決定を取り消す

原告医療法人個人医院

原処分庁
（税務署）

原処分庁
（税務署）

請求人
（相続人）

❶

❷
❸
❹
押印がある申告書（第二次申告書）を法定期限後に提出。

❺

期限後申告を理由に無申告加算税の賦課決定処分。

❸

❹

金地金2.3kgを被相続人の相続財産として申告。

金地金14.8kgを申告漏れ財産と認定。
相続税更正処分および重加算税賦課決定処分。

押印のない相続税の共同申告書（第一次申告書）を法定期限内に提出。

押印がないため申告書を改めて提出するよう依頼。

無申告加算税の取り消しを求め審査請求。

❷被相続人の死亡により相続が発生。

第1期 第2期 第3期

決算から4～5月後

家賃収入0万円
（非課税売上）

<還付スキーム>　　
金売却収入5000万円
（課税売上）

金売却収入
5000万円
（課税売上）

❺更正処分等の取り消しを求め審査請求。

金地金18.4kgを業者から取得。
（18.4kgのうち1.5kgは親族へ贈与。）

原告会社
（債務超過）

❸
DES方式を採用し、
債権（約10億円）を
現物出資

家賃収入500万円
（非課税売上）

〔課税売上割合の変動に応じた
仕入控除税額の調整〕

家賃収入500万円
（非課税売上）

【図】被告税理士法人が提案した相続税対策

被告税理士法人 原告会社
代表者 原告会社

（債務超過）

❶

❷

❸
原告会社に対する債
権（約11億円）の相
続税対策を相談

DES方式を採用し、
債権（約10億円）を
現物出資（原告会社に
債務消滅益が発生）

清算方式とDES方式
を提案

原告会社に
債務消滅益が発生

被相続人が
所有する「家
屋」の住所地
を所轄

税務署
（原処分庁）

【図3】被相続人名義の米国不動産に関する代金債権を課税価格に算入した課税処分が取り消された事例

請求人
（相続人）

❶被相続人名義の米国不動
産を長女に譲渡する旨を
記載した売買契約書など
を作成。米国不動産の名
義人を被相続人から長女
へ変更。

❷米国不動産の売却代金は未払いである
ため、代金債権を被相続人に係る相続
税の課税価格に算入する課税処分。

❸米国不動産の所有者は請求人であり、売買契約書などは虚偽のものである
と主張。代金債権を課税価格に算入した課税処分の取消しを求める。

国税不服
審判所

売買契約書作成の際に買主とされる長女は関与していないこと、長女は金銭消費貸借契約
書記載の金員を受け取っておらず、返済もしていないこと、請求人及び長女の間では米国
不動産の長女の所有名義は便宜上のもので真実は請求人が所有者であることを確認する旨
の合意書が作成されていることなどを踏まえれば、売買契約書などは実態を伴わない架空
の内容を記載した契約書であるため、米国不動産の代金債権は発生していない。

適用あり：支払う負債利子等のうち、③の部分に
対応する金額は損金の額に算入されない

代金債権を相続税の課税価格に算入した課税処分を取り消す

税務署
（原処分庁）

【図3】被相続人名義の米国不動産に関する代金債権を課税価格に算入した課税処分が取り消された事例

請求人
（相続人）

❶被相続人名義の米国不動
産を長女に譲渡する旨を
記載した売買契約書など
を作成。米国不動産の名
義人を被相続人から長女
へ変更。

❷米国不動産の売却代金は未払いである
ため、代金債権を相続税の課税価格に
算入する課税処分。

❸米国不動産の所有者は請求人であり、売買契約書などは虚偽のものである
と主張。代金債権を課税価格に算入した課税処分の取消しを求める。

国税不服
審判所

売買契約書作成の際に買主とされる長女は関与していないこと、長女は金銭消費貸借契約
書記載の金員を受け取っておらず、返済もしていないこと、請求人及び長女の間では米国
不動産の長女の所有名義は便宜上のもので真実は請求人が所有者であることを確認する旨
の合意書が作成されていることなどを踏まえれば、売買契約書などは実態を伴わない架空
の内容を記載した契約書であるため、米国不動産の代金債権は発生していない。

代金債権を相続税の課税価格に算入した課税処分を取り消す

現 行

見直し案

決算短信
（取引所規則）

アニュアル
レポート

アニュアル
レポート

事業報告
（会社法）

招集通知

招集通知

公告

コーポレート
ガバナンス
報告書

（取引所規則）＋

アニュアル
レポート
（任意）

プレス
リリース等

プレス
リリース等

4つの異なる
開示書類

株
主
総
会

株
主
総
会

株
主
総
会

株
主
総
会

株
主
総
会

株
主
総
会

株
主
総
会

株
主
総
会

株
主
総
会

短い開示期間

1つの開示資料

充分な開示期間

充分な開示期間

（金商法）（金商法）

有価証券
報告書

（金商法）

（出典：自民党税制調査会）

（出典：自民党税制調査会）

（出典：自民党税制調査会）

日本
監
査

監
査

監
査

監
査

EU

アメリカ

【図表1】開示スケジュールの国際比較

決算から3月後（6月）に集中

決算から4～5月後

決算日

決算短信
（取引所規則）

アニュアル
レポート

アニュアル
レポート

事業報告
（会社法）

招集通知

招集通知

公告

コーポレート
ガバナンス
報告書

（取引所規則）＋

アニュアル
レポート
（任意）

プレス
リリース等

プレス
リリース等

4つの異なる
開示書類

株
主
総
会

株
主
総
会

株
主
総
会

株
主
総
会

株
主
総
会

株
主
総
会

株
主
総
会

株
主
総
会

株
主
総
会

短い開示期間

1つの開示資料

1つの開示資料

充分な開示期間

充分な開示期間

（金商法）（金商法）

有価証券
報告書

（金商法）

（出典：未来投資会議（第4回）小林会長資料）

 役務提供の対価 → 人的役務の提供事業の対価

 有形固定資産の使用料 → 不動産の賃貸料等

 無形固定資産の使用料 → 工業所有権等の使用料

 貸付金の利息又は借入金の利息 → 貸付金利子

・国外支配株主からの借入が、資本
持分の3倍を超えていないか

・総負債が自己資本の3倍を超えてい
ないか

非居住者等所得別表17（4）

N O YES

【図表4】過少資本税制のフロー図

内
国
法
人

①各事業年度の総
負債に係る平均
負債残高＞自己
資本の3倍相当
額である

②各事業年におい
て国外支配株主
等または資金供
与者等に負債の
利子等を支払う

③国外支配株主等および資
金供与者等に対する負債
に係る平均負債残高＞国
外支配株主等の資本持分
の3倍相当額である

適用なし

課税売上が存在し
ないため、仕入税
額控除ができない

金売買を繰り返す
こと等により課税
売上割合を嵩上げ
して、建物の消費
税相当額を還付

実際に課税売上
（事業用として賃
貸）があり、課税
売上割合が著し
く変化したときは
控除額を調整

課税売上割合が
著しく変化しな
いよう調整され
た結果、控除額
の調整も働かな
い

控除不可

消費税還付

控除額の調整

金売却収入
5000万円
（課税売上）

建物取得
（課税仕入れ）

家賃収入0万円
（非課税売上）

家賃収入500万円
（非課税売上）

〔建物の用途に応じた
仕入控除税額の調整〕

従前住宅
譲渡特例
の適用

居住の用に供
しなくなった年 1年目

譲渡について譲渡特例の適用可能期間

住宅ローン控除と譲渡特例の
重複適用排除期間

2年目 3年目

建物の用途に
応じて控除

家賃収入500万円
（非課税売上）居住用賃貸建物に

ついては、取得時
の仕入税額控除を
制限

実際に課税売上
（事業用として賃
貸）があれば、3
年間の実績（非居
住用賃貸割合）に
応じて控除額を
調整

控除不可 控除額の調整

建物取得
（課税仕入れ）

【図表3】源泉徴収における推計課税の整備（案）

（注1） 給与、退職金、報酬、料金（非居住者に対するものを含む。）について、措置。
（注2） 令和3年1月1日以後に支払われる給与等について適用。

①

②

②' 

③

（出典：自民党税制調査会）

従業員別の給与の支払金額が調査によっても不明

従業員別の給与の支払金額の推計が困難

【ポイント運営会社】

【ポイント会員】

【ポイント会員】

②代金支払（11,000円）

③ポイント付与
　（110P）

④ポイント相当額
　支払（１１０円）

⑤商品販売（税込220円）

⑥代金支払（110円）
　ポイント使用（110P）

⑦ポイント相当額
　受領（１１０円）

①商品販売（税込11,000円）

①商品販売（税込11,000円）
【加盟店A】

給与の支払総額又は給与の
支払人員が不明

従業員別の給与の支払金額を基に所得税を徴収【原則（実額課税）】

従業員別の給与の支払金額を推計して所得税を徴収

給与の支払総額を給与の支払人員で除した金額を従業員別の給与の支払金額
として所得税を徴収 ⇒ 各従業員同じ給与とみなす

給与の支払総額又は給与の支払人員を推計

【図表4】除斥期間終了間際にされた申告に係る加算税の賦課決定期限の整備（案）

（注1） 給与、退職金、報酬、料金（非居住者に対するものを含む。）について、措置。
（注2） 令和3年1月1日以後に支払われる給与等について適用。

①

②

②' 

③

（出典：自民党税制調査会）

（出典：自民党税制調査会）

従業員別の給与の支払金額が調査によっても不明

本税の更正決定等ができる期間：原則5年

「本税」の更正決定等

「加算税」の賦課決定

加算税の賦課決定可

従業員別の給与の支払金額の推計が困難

給与の支払総額及び
給与の支払人員を把握

給与の支払総額又は給与の
支払人員が不明

 従業員別の給与の支払金額を基に所得税を徴収【原則（実額課税）】

従業員別の給与の支払金額を推計して所得税を徴収

給与の支払総額を給与の支払人員で除した金額を従業員別の給与の支払金額
として所得税を徴収 ⇒ 各従業員同じ給与とみなす

給与の支払総額又は給与の支払人員を推計

イメージ
法定申告期限

加算税の賦課決定ができる期間：原則5年【現行】 3か月間法定申告期限

申告書申告書
の提出の提出
申告書
の提出

除斥期間の終了間際に申告書の提出等がされた
場合、加算税の賦課決定要件を満たしているにも
かかわらず、加算税を賦課できないケースが存在。

【見直し案】
申告書の提出等がされた日から3月を経過する日まで、当該申告等に係る加算税の賦課決定を可能とする。

居住の用に
供した年 1年目

転居

見直し案

2年目 3年目 10年目等…
新規住宅
住宅ローン
控除の適用

　従前住宅を居住の用に供しなくな
った年の3年後に譲渡をした場合、
【現行】
①　従前住宅について譲渡特例
②　新規住宅について住宅ロー
ン控除の適用可

【見直し案】
　上記①の適用を受けた場合に
は、上記②の適用を不可

【図表6】電子的に受領した請求書等をデータのまま保存する場合の要件

現行制度 見直し案（左記に加え以下も可）

a. データの受領後遅滞なくタイムスタンプを付与、又は
b. 改ざん防止等のための事務処理規程を作成し運用
（注）紙で受領した請求書等をスキャンしたデータを保存する
場合には税務署長の承認が必要だが、もともと電子的に
受領したデータについては同承認は不要。

c. ユーザー（受領者）が自由にデータを改変で
きないシステム（サービス）を利用
d. 発行者側でタイムスタンプを付与

発
行
者

請
求
書
発
行
者

受領者

ア
プ
リ
業
者
等

受領者側にて
タイムスタンプを付与
（発行者側で付している

場合も必要）

クラウド会計・
経費精算サービス等

（ユーザーによるデータ改変が
できないことが条件）

受
領
者

参照
決済データ
等

レシート
○○ストア

東京都…
2019年10月XX日(土) 16:45
ｵﾁｬ　　＊ 1点 540 540円
ﾌﾞﾝﾎﾞｳｸﾞ 1点 550 550円

ポイント値引   ▲21円
合　　計   1,069円

　　　　8％ﾀｲｼｮｳ  530円
 （内消費税　39円)
　　　　10％ﾀｲｼｮｳ  539円
 （内消費税　49円)

現金支払   1,069円
＊印は軽減税率対象品目

レシート
○○ストア

東京都…
2019年10月XX日(土) 16:45
ｵﾁｬ　　＊ 1点 540 540円
ﾌﾞﾝﾎﾞｳｸﾞ 1点 550 550円

合　　計   1,090円

　　　　8％ﾀｲｼｮｳ  540円
 （内消費税　40円)
　　　　10％ﾀｲｼｮｳ  550円
 （内消費税　50円)

●●ポイント支払  ▲21円

現金支払   1,069円
＊印は軽減税率対象品目

② ポイント支払
＜仕　訳　例＞

ポイント付与時

【加盟店A】

ポイント使用時

（出典：国税庁ホームページ）

（出典：国税庁ホームページ）
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致）。
ポイント運営会社と加盟店の取引
　ここで注意したいのが、加盟店Aと運営会
社B社との間の取引の取扱いだ。図表3の表
の下の注意書きには、「（注）加盟店（A）と
ポイント制度の運営企業（B社）との取引に
ついては、対価性がないこと（消費税不課
税）を前提とした処理としている。ポイント
制度の規約等の内容によっては、消費税の課
税取引に該当するケースも考えられる。」と

ある。これは、法的性質に応じた判断が必要
になることを示している。
　具体的には、加盟店Aが運営会社B社に支
払うポイント負担金の取扱いについて（概要
図の④）、債権債務の精算、つまりB社が負
担する将来の支払債務に備える金銭をA社が
負担する性格のもの（B社にとっては預り金
又は仮受金の性格を有するもの）であり不課
税とされるケースと、B社のポイント制度の
提供に対して支払うもの、つまり役務提供の

平成28年5月27日裁決（大裁（諸）平成27年第61号）

　提携法人から支払を受ける金員（本件金員）は、請求人が行うポイント還元の原資であることか
ら、役務の提供の対価には該当しないとする請求人の主張に対し、審判所は、提携法人からの依頼
により顧客にポイントを付与し、その付与したポイントに基づき行う決済額からの割引が「役務の
提供」に該当することは明らかであり、仮に、本件金員にポイント還元の原資の側面があったとし
ても、本件金員は、当該役務提供を条件として提携法人から請求人に支払われたという対応関係が
あるものと認めることができると判断した。

➡

平成26年7月2日裁決（東裁（諸）平成26年第5号）

　請求人が加盟店から使用済みのお買物券を引き取る際に支払った金額（本件支払金額）は、加盟
店に対する商品交換業務の委託料であるから課税仕入れに該当するとの請求人の主張に対し、審判
所は、本件支払金額の支払は、物品の給付等を行った加盟店に対し、当該物品の給付等の際に顧客
が負担しなかった支払債務を請求人が精算したもの、又はポイントとの引換えに顧客に交付された
加盟店発行のお買物券（物品切手等の発行）の代金を請求人が支払ったもの（不課税）と判断した。
　また、請求人が加盟店にポイントを発行した際に受領した金員には、ポイントの管理業務のほ
か、加盟店の顧客に対し商品交換を行う業務の対価が含まれているのであって、顧客がポイントと
お買物券の交換を選択した場合、加盟店がその商品交換業務を行い、請求人はその交換業務を免れ
ることから、本件支払金額は、商品交換業務の委託料の支払額、すなわち売上げに係る対価の返還
等の金額に該当するとの請求人の主張に対しては、審判所は、顧客の有するポイントの回収と引換
えにお買物券を引き渡しており、その時点で商品交換の責務を果たしているものと認められる一
方、請求人が加盟店に商品交換業務を委託した事実の存在や、請求人と加盟店との間において、請
求人が加盟店に対し商品交換業務の履行に対する報酬を支払う旨を合意した事実の存在を認めるに
足る証拠もないことから、売上げに係る対価の返還等の金額に該当しないと判断した。

➡
【請求人（ポイント運営会社）が支払うポイント相当額（概要図の⑦）の取扱い→不課税とされたケース】

【請求人（ポイント運営会社）が受け取るポイント負担金（概要図の④）の取扱い→課税売上げとされたケース】
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対価（課税仕入れ）とされるケースがあると
いうことである。後者の場合には、販売促進
費などとして経理処理されるようだ。
　実際、この取扱いを巡り国税当局と納税者
との間で争いになった事例が存在する。過去
の裁決では、前頁のとおり、加盟店Aが運営
会社Bに支払うポイント負担金（概要図の
④）は対価性がある（課税売上げ）と判断さ
れ、運営会社Bが加盟店Aに支払うポイント
相当額（概要図の⑦）は対価性なし（不課
税）と判断されたケースが見られる。
ポイント交換の取扱い
　ポイント交換については、統一的な見解は
公表されていない。ポイント交換に際して受
け取るポイント負担金の収受は、預り金の性
格を有するもので消費税の課税対象にはなら
ないとする見解がある一方、以下の裁決にお
いても、上記の裁決の考え方と同じように、
加盟店から運営会社へのポイント負担金の支
払い（概要図の④）は、後払い決済額からの
割引という「役務の提供」の対価（課税売上
げ）であるとする考え方、及び運営会社から

加盟店へのポイント相当額の支払（概要図の
⑦）は不課税とする考え方が見られる。
規約等で当事者間の合意内容を明確にすべき
　上記のとおり裁決事例はいくつかあるが、
結局のところ、法的性質がどのように判断さ
れるかは、各事例の事実関係に応じて異なっ
てくると思われる。
　国税当局の担当者によれば、ポイント制度
の普及にともなって、この取扱いに関する納
税者からの問い合わせも増えているが、規約
や契約書、請求書などにおいて当事者間の合
意内容が示されておらず、法的性質の判断が
困難なケースが多くみられるとのことだ。国
税当局は、例えば、役務提供の対価であると
するならば、「システム使用料として（消費
税別）」というような文言を記載するなど、
規約や契約書等で当事者間の合意内容を明ら
かにするよう呼びかけている。消費税上の取
扱いを巡って国税当局との争いに発展しない
よう、規約等で合意内容を明確化しておくべ
きだろう。

平成30年8月21日裁決（大裁（諸）平成30年第6号）

　請求人は、請求人が発行した後払方式のカードを利用して会員が加盟各社で商品購入等をする都
度、利用金額に応じたポイント（本件ポイント）を付与し、毎月の利用額（後払決済額）を会員に
請求する際に、たまったポイントに応じた金額を後払決済額から割り引く（本件ポイント還元）ほ
か、会員に対し、提携法人のポイントと引換えに、本件ポイントの付与を受けることができるサー
ビス（本件ポイント交換）を行っていた。
　審判所は、本件ポイント交換により請求人が提携法人から受領する金員について、本件ポイント
交換による本件ポイントの付与に基づく後払決済額からの割引が「役務の提供」に該当し、本件金員は
当該役務の提供の対価に当たるとして、本件ポイント交換は「資産の譲渡等」に該当すると判断した。
　なお、たまったポイントに応じた金額の後払決済額からの割引（本件ポイント還元）については、
本件ポイント相当額を後払決済額から割り引くことにより会員に還元するものであり、後払決済額は、
会員が加盟各社において商品購入等を行った対価を請求人が加盟各社に支払ったことによる会員に
対する求償権に係るものであり、請求人自らが行った課税資産の譲渡等の対価ではないと判断した。

➡
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